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臨時的任用教職員の皆さん
労働条件で分からないことはありませんか？
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臨時的任用教職員(欠員補充や代替で任用さ

れている教職員)の皆さんは、自分がどのよう

な労働条件で雇用されているかは説明を受けら

れたでしょうか？

私たち高教組(長崎県高等学校教職員組合)

は、県教委に対して、学校の教職員は臨時採用

や非常勤ではなく正規採用で雇用するよう求め

るとともに、臨時採用や非常勤の皆さんの労働

条件の改善についても重点課題としてとりくん

でいます。ここでは、現時点での臨時的任用教

職員の皆さんの労働条件の概要についてお知ら

せします。もっと詳しく知りたい場合や、困っ

ていることがある場合は、職場の高教組組合員

にご相談ください。

【賃金】教育職の場合、教育職１級の給与で、金額(号給)は高卒・大卒後の経験で異なります。通

勤手当・住居手当等の諸手当は、扶養手当以外は正規職員と同じです。高教組は、扶養手

当についても正規職員と同様に支給することを県教委に求めています。

※給料は、講師や｢実習助手｣、養護助教諭、寄宿舎指導員などの教育職の皆さん

の教育職給料表と事務職の皆さんの行政職給料表で金額が違います。また、そ

れぞれの給料表に１級・２級などの級の違いがあります。そして、それぞれの

級で、号給ごとに金額が決めてあり、教育職1級の場合は153号給まであります。

号給は、任用までの経験(前歴)によって決まり、前年度も臨時的任用で勤務し

ていた場合は、その前歴を評価して、前年度より上の号給になります。ただし、

上限が決められており、教育職の場合は53号給(249000円)となっています。上

限には、講師を8年以上経験すれば(年齢が高い場合はもっと早く)達します。

高教組は、この上限を撤廃(少なくとも改善)することを県教委に求めています。

【有給休暇】年次有給休暇(年休)や病休等、取得できる休暇は正規採用の場合と同じです。

年休は 1日単位でも 1時間単位でもとれます。日数は、欠員補充の場合は 12
月までの分で 15 日、1 月以降は 5 日＋(12 月までの残り日数)です。育休・

病休代替の場合は雇用期間によって異なりますが、4月から 3月までの場合

は、欠員補充の場合と同じです。前年度も臨時的任用で勤務しておられた

方で、前年度の任期の最終日から14日以内に今年度の任期が始まっている

方については、前の任期で残っていた年休の日数を今年度分の年休の日数

に加えられるようになりました（昨年度の交渉の結果です）。

※年休は届けを出すだけで理由は不問です。

【福利厚生】健康保険と公的年金は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・厚生年金にな

ります。

定期健康診断については、2016 年度から、年度内に 11 ヶ月以上勤務する方については、

県費で受診できるようになりました。ただ、雇い入れ時の健診項目まではカバーできていな

いので、高教組は、雇い入れ時の健康診断費用も公費で負担することを求めています。

知りたいことや相談したいことがある場合は、高教組本部でも受け付けます。
TEL（０９５－８２７－５８８２） HP（｢長崎高教組｣で検索）にも問合わせコーナーがあります。


